
                      　２０２２  年５ 月に成立し た「 困難な問題を 抱える 女性への支援に関する 法律」

に関する 次の文中のア～ウ に入る も のがいずれも 妥当なのはどれか。

こ れま で生活上で困難な問題を 抱える 女性に対する 社会福祉の支援は， 　 ア　  が中

心と なって実施さ れてき た。 し かし ， 近年女性をめぐ る 課題が複雑化， 多様化， 複合化

し てき たこ と から ， 新たに「 困難な問題を抱える 女性への支援に関する 法律」 が制定さ

れた。 こ の法律の基本理念には， 　 イ 　  の協働が明記さ れている 。 ま た都道府県には

ウ  の設置が義務付けら れ， 　 ウ 　  が困難な問題を 抱える 女性の相談に応じ たり ，

必要があれば一時保護を行ったり する こ と など が規定さ れている 。

ア　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 イ ウ

１ ． 売春防止法 各関係省庁 女性相談支援センタ ー

２ ． 売春防止法 各関係省庁 婦人相談所

３ ． 売春防止法 関係機関及び民間の団体 女性相談支援センタ ー

４ ． 男女共同参画社会基本法 各関係省庁 女性相談支援センタ ー

５ ． 男女共同参画社会基本法 関係機関及び民間の団体 婦人相談所

正答３



〔 №　３９〕 　 調査対象者の回答をいく つかのカテゴリ ーに分類して， それらに対して一定

のコード を定め， 個々の回答をその定めたコード で記号化する作業をコーディ ングと い

い， プリ ・ コーディ ングと アフター・ コーディ ングに大別さ れる。 コーディ ングに関す

る次の記述のう ち妥当なのはどれか。

１ ． プリ ・ コーディ ングは， 調査対象者の自由な考えを引き出したいと きに， 主に自

由回答などの形式の質問で用いられるこ と が多い。

２ ． プリ ・ コーディ ングは， 回答が極めて多様であり ， どのカテゴリ ーにあてはまる

のか， 調査対象者が判断するこ と が困難な場合に限定すべきである。

３ ． プリ ・ コーディ ングによって作られる選択肢は， 調査対象者に混乱を与えないよ

う に， かつ， その後の分析に支障が出るこ と のないよ う に， 相互に排他的である

必要がある。

４ ． アフター・ コーディ ングは， 予備調査などが行われ， 調査対象者の回答がある程

度予想可能な場合に適している。

５ ． アフター・ コーディ ングは， 調査対象者や調査員に対する負担が小さ く ， 現地調

査後の作業も少なく てすむ。

正答３
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